
地方創生応援税制

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の

地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に

法人関係税から税額控除される仕組みです。

～例えば～

１００万円を寄附すると、

税は９０万円軽減され実質的

な負担は１０万円となります

寄附を募集する高畠町の主な事業

未来を担う

若者応援事業

資源を活かした

産業･雇用創出事業

魅力的で持続可能な

環境の実現事業

多彩なひとの流れ

をつくる交流事業

・屋内遊戯場(もっくる)を活用した子育て支援

・婚活サポート事業

・サード（学びと交流の場）事業 など

・次世代経営人材の確保及び育成

・スマート農業への支援

・新ビジネス・創業支援補助事業

・高畠コワーキングスペースの運営 など

・空き家バンク事業

・定住促進事業

・デマンド交通、町民主体の移動支援

・省エネ設備・再エネ導入支援 など

・町外でのプロモーション事業の拡大

・熱中小学校プロジェクト交流事業への支援の拡充

・幼稚園や小学校、中学校等への体験入学の実施

税の申告手続き

交付する受領証に

もとづき申告

寄附のお申込み

寄附申出書により

お申込みください
流れ

寄附金払込み

担当から振込方法

についてご連絡

【お問い合わせ先】 山形県 高畠町 企画課 企画調整係

〒992-0351 山形県東置賜郡高畠町大字高畠 436 番地

℡:0238-52-1112 e-mail:kikaku@town.takahata.yamagata.jp

寄附の手続きや事業の

概要等、詳しくは高畠町

ＨＰをご覧ください

対象

・１回に付 10 万円以上のご寄付

・町内に本社がない企業様

詳しくは高畠町ＨＰをご覧ください

mailto:kikaku@town.takahata.yamagata.jp

